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2023年４月４日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三者割当により発行された第 13回新株予約権（行使価額修正条項付）の 

行使許可に関するお知らせ 

 

 

 当社は、2022年 11月 21日に発行いたしました EVO FUNDを割当先とする第 13回新株予約権（行使価額

修正条項付）（以下「本新株予約権」といいます。）において、割当先である EVO FUNDとの間で締結した第

三者割当契約に基づき、EVO FUNDに対し、下記の通り本新株予約権の行使許可を行うことを決定しました

ので、お知らせいたします。 

 

記 

 

 

１ 新株予約券の名称 株式会社小僧寿し第 13回新株予約権 

２ 行使許可書到達日 2023年４月４日 

３ 今回の行使許可に基づく行使許可期間 
2023 年４月５日（当日を含む）から 2024 年 11 月 21 日

（当日含む）まで 

４ 行使許可を行った本新株予約権の数 45,000個 

５ 
本新株予約権の目的である株式の 

種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式と

します。本新株予約権の行使により当社普通株式を交付

する数は、本新株予約権１個あたり 100株とします。 

６ 
本新株予約権の行使価額及び 

行使価額の修正条件 

当初行使価額：22.0円 

本新株予約権の行使価額は、2022年 11月 22日に初回の

修正がされ、以後３取引日（株式会社東京証券取引所

（以下「取引所」といいます。）において売買立会が行

われている日をいいます。以下同じ。）が経過する毎に

修正されます。本項に基づき行使価額が修正される場

合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日（当日

を含みます。）から起算して３取引日目の日の翌取引日

（以下「修正日」といいます。）に、修正日に先立つ３

連続取引日（以下「価格算定期間」といいます。）の各

取引日（但し、終値が存在しない日を除きます。）にお

いて取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の

単純平均値の 92％に相当する金額の 0.1円未満の端数を

切り捨てた額（以下「基準行使価額」といいます。但

し、当該金額が、下記「３．資金調達方法の概要及び選

択理由 (１)資金調達方法の概要 ②行使価額の修正」
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記載の下限行使価額を下回る場合は下限行使価額としま

す。）に修正されます。但し、当該価格算定期間のいず

れの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価

額の修正は行われません。また、いずれかの価格算定期

間内に本新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく

調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算

定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株

式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されま

す。 

なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2022年11月４日公表の「第三者割当による第12回

及び第 13 回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行、新株予約権の買取契約(第 12 回新株予約権につきコ

ミット・イシュー※)の締結並びに無担保ローン契約の締結に関するお知らせ 」をご参照下さい。 

 

 

以上 

 


